
Safety

Security神戸市の建築行政

神戸市都市計画総局参事（安全対策担当） 浅野高史

On October 16,2008, Kobe joined UNESCO's Creative Cities Network

As part of its efforts to promote mutual understanding of different cultures, the United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) established the Creative Cities Network 
in 2004. The Network’s objective is to encourage cooperation and thereby facilitate mutual exchange 
worldwide among “creative cities,” which are committed to city revitalization by strengthening their 
cultural industries.
Network members can be designated in one of seven categories: 1) Literature; 2) Cinema; 3) Music; 
4) Crafts and Folk Art; 5) Design; 6) Media Arts; and 7) Gastronomy.
Henceforth, Kobe will demonstrate its attractions to the world as Kobe UNESCO City of Design.

Enhancing “Things Unique to Kobe” through Excellent Designs

Kobe aims to become a city where residents wish to continue staying, a city that is more attractive to 
visitors and a city that can develop sustainably. To create its new attractions and vitality and improve 
quality of life, Kobe City will work together with its residents to promote “DESIGN CITY KOBE”
strategies by reconsidering and enhancing the City’s unique resources and attractions from a design 
perspective.

－安全安心の現場から－
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神戸市

神戸空港

六甲アイランド

ポートアイランド

六甲
山系

●推計人口：1,533,034人
推計世帯数：667,425世帯

（2008.10.1現在）

●年齢別人口構成割合
（2005国勢調査）

15歳未満：13.1％
15-64歳 ：66.6％
65歳以上：20.0％

＜都市計画＞
（2008.8.12現在）

●都市計画区域：55,337ha

●区域区分

市街化区域 ：36.2％
市街化調整区域：63.8％
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§1-1神戸市の概要
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§1-2建築確認申請件数･シェアの推移（平成11年度以降）
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日本テスティング

兵庫確認検査機構

西日本住宅評価センター

その他指定機関

兵庫県住宅建築総合センター

神戸市防災安全公社

神戸市（計画通知除く）

19年度シェア構成

19.3 10.1 28.2 11.0 18.81.4 11.2
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19年度シェア構成

19.3 10.1 28.2 11.0 18.81.4 11.2
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神戸市 神戸市防災安全公社
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平成20年度建築指導部職員数

６０３７１４７２合 計

１３８２２１安全対策課

３１１８９４０建築安全課

１６１１３１１建築調整課

合 計担 当係長級課長級部長級課名
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§1-3神戸市建築指導部の組織

情報

フローストック
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完了検査率の推移

違反建築追放宣言 ― 日本で最も安全なすまいのまち“神戸”をめざして ―
～略～
建築物の安全性、適法性を確保する取組みを進めていくため、

１．市民は、より確かなものを見分ける賢い消費者であるとともに、地域住民としてまちに住むためのルールを守る。
２．事業者は、常に的確な設計、施工、監理にあたるとともに、市民に対し専門的な情報はもとより、法制度に関する知識や意識の高揚の役割
を担う。

３．行政は、十分な情報公開と情報提供に努めるとともに、既存建築物の防災指導はもとより、違反建築を防止するための積極的な指導を行う。
ここに、市民、事業者、行政が、それぞれの責務を果たし、協働し、相互に連携することにより違反建築を追放し、『日本で最も安全なすま

いのまち“神戸”』をめざすことを宣言します。

平成13年５月19日
違反建築追放シンポジウム参加者・神戸市建築物安全安心推進協議会・神戸市C
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§2-1第1･2次建築物安全安心実施計画（平成11年11月～）

違反建築物対策の総合的な推進

既存建築物対策の推進

建築物の地震対策及び防犯対策の推進

市民及び建築関係業界に対する啓発の強化

中間検査及び完了検査の的確な実施

施

策

第１次計画
(H11～15)

第２次計画
(H16～20)

違反パトロールの実施
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§2-2建築物の安全性の確保等に関する条例（平成20年7月）

（目的）
第１条 この条例は，市民が安心して暮らすことができるよう，建築
物の安全性の確保について市長，指定確認検査機関，建築主等，所
有者等及び市民の責務を明らかにするとともに，建築基準法第40条
及び第43条第２項の規定に基づく建築物の敷地，構造及び建築設備
並びに建築物又はその敷地と道路との関係に関する必要な制限その
他の法の施行に関し必要な事項を定めることにより，総合的かつ計
画的な建築物の安全性の確保等を図ることを目的とする。

第１章 総則
第１節 通則
第２節 市長，指定確認検査機関，建
築主等，所有者等及び市民の責務

第３節 計画の策定
第２章 建築等における安全性の確保
第１節 確認申請等に係る届出等
第２節 確認審査基準
第３節 指定確認検査機関に対する措
置

第４節 建築物の安全，防火，衛生等
に関する基準

第３章 建築物の維持保全等
第１節 建築物の維持保全
第２節 建築物の事故への措置
第４章 建築物の耐震改修等の促進
第５章 補則
第６章 罰則

建築基準法の委任規定
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§2-3神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成6年7月）

（目的）
第１条 この条例は，市民が健全で快適な生活を営む上で基盤となる
住環境その他都市環境の保全及び育成について市長，建築主等及び
市民の責務を明らかにし，住環境等の保全及び育成の基本となる事
項その他必要な事項を定めることにより，並びに別に定めがあるも
ののほか，建築基準法の規定に基づき建築物の用途，敷地及び構造
に関する制限等に関して必要な事項を定めることにより，総合的か
つ計画的な住環境等の保全及び育成を図ることを目的とする。

第１章 総則
第１節 通則
第２節 市長，建築主等及び市民の責
務

第１章の２ 確認申請等に係る届出等
第２章 住環境の保全等
第１節 住環境の保全
第２節 ワンルームマンション及び特
定共同住宅に係る指導

第３節 指定建築物
第４節 調整

第３章 建築物の用途，敷地及び構造に
関する制限等
第１節 通則

第２節 特別用途地区内における建築
物の建築の制限
第３節 斜面地建築物の構造の制限
第４節 延べ面積に算入しない地階の
部分に係る地盤面の指定
第５節 日影による中高層の建築物の
高さの制限
第６節 地区計画等の区域内における
建築物の用途等に関する制限

第４章 建築協定
第４章の２ 近隣住環境計画
第５章 助成等
第６章 神戸市日照等調停委員
第７章 補則 第８章 罰則

建築基準法の委任規定

建築基準法の委任規定
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§2-4神戸市建築行政の役割･使命と条例体系

耐震改修促進法

（建築安全条例第９条）

単体規定 集団規定

市民の健全で快適な暮らしの
実現のために・・・

住環境等の保全・育成

市民の安全で安心な暮らしの
実現のために・・・

建築物の安全性の確保

神戸市建築物の
安全性の確保等に
関する条例
（建築安全条例）

神戸市民の
住環境等を

まもりそだてる条例
（住環境条例）

建築基準法

神戸市建築物安全安心実施計画

（建築安全条例第56条）

神戸市耐震改修促進計画
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§3-1事前届出制度

｢事前届出書｣等受付窓口

開発･宅地関係調書
・地区計画届出書
・76条許可申請書

etc.
事前届出書

関係法令担当課①

｢届出事項に
関する通知書｣
交付窓口

申 請 者

指定確認検査機関

宅地審査担当課 ・地区計画担当課
・区画整理担当課

etc.

表面

裏面

情報提供欄
（意見記入）

届出事項に関する通知書

同時受付

確認申請書に｢届出事項に関する通知書｣を添付確認申請書に｢届出事項に関する通知書｣を添付

◆ワンルームマンション、中高層建築物→ 確認申請を行おうとする日の30日前
◆上記以外のもの → 確認申請を行おうとする日の10日前 までに届出

関係法令担当課②

関係法令担当課③

届出事項に関する

通知書

関係法令担当課による情報提供

特定行政庁
<道路判定,接道･用途判断 etc.>

建築基準関係規定担当課
<ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法,屋外広告物法,駐車場法 etc.>

まちづくり担当課
<地区計画,建築協定,まちづくり協定 etc.>

その他建築関係法令担当課
<省ｴﾈ法,福祉のまちづくり条例,CASBEE etc.>

関係法令担当課による情報提供

特定行政庁
<道路判定,接道･用途判断 etc.>

建築基準関係規定担当課
<ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法,屋外広告物法,駐車場法 etc.>

まちづくり担当課
<地区計画,建築協定,まちづくり協定 etc.>

その他建築関係法令担当課
<省ｴﾈ法,福祉のまちづくり条例,CASBEE etc.>

事前届出書

関係法令
担当課
押印欄

（住環境条例第５条の２）
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指定確認
検査機関

神戸市

建築主 近隣住民
§3-2指定建築物届出制度

（住環境条例第10条－第15条）

確認申請書
提出

事前公開標識設置

近隣住民説明

計画建築物の
内容の把握

着工

適合性審査

確認済証交付

計画変更等の
指導・勧告

従わない場合
氏名公表

調停・

民事裁判

指 定
建築物
建築届
提出

話し合い

大部分

要望が有る場合

話し合いが
決裂した場合

指定建築物とは指定建築物とは ①中高層建築物
(40戸以上又は一定の階数･高さ以上)

②ワンルームマンション
(住戸専用面積30㎡未満が10戸以上)

③特定共同住宅 (10戸以上)

近隣の住環境
に著しい影響
を及ぼすおそ
れがあると認
めるとき 等

30日以上

地区計画、
高度地区等

平成１９年度
建築紛争の状況

・審査請求 ：０件
・市会陳情 ：０件
・市長陳情 ：５件
・日照等調停：２件
・民事訴訟 ：１件
<参考>
建築確認申請件数：

４，６１６件
指定建築物届件数：

３１１件
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確認
審査基準

市長
（特定行政庁）

市民

パブリックコメント

判断の基準判断の基準

建築主事

建築審査会

判断の基準 設計の基準

設計者

検査機関
指定確認

市長は，確認検査の業務
の適正な実施を確保する
ため，建築物の計画が建
築基準関係規定に適合す
ると認める基準（確認審
査基準）を策定するもの
とする。

市長は，確認済証の交付
を受けた建築物の計画が
確認審査基準に適合して
いないと認めるときは，
当該建築物の建築主及び
当該確認済証を交付した
指定確認検査機関に対し，
その旨を通知することが
できる。

【例】
①地盤面の算定方法
②避難上有効なバルコニー

ほか

確認審査基準を
受けた

判断の基準

建築主事
独自の
判断の基準

確認審査基準を
受けた

判断の基準

各指定機関
独自の
判断の基準

確認審査基準と関係者との関係
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§3-3確認審査基準

（建築安全条例第13条）
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立ち入り検査
(法第77条の31第２項)

持ち帰り審査

指定確認検査機関への指示
（著しく不適当な行為等）

(法第77条の32第２項)

国土交通大臣等への報告
（著しく不適当な行為等）

(法第77条の31第３項)

国土交通大臣等への
通知

（必要に応じて）

(条例第15条第２項)

立会調査
(条例第14条)

指定確認
検査機関
への指示

(条例第15条第１項)

措
置
の
公
表

確認審査
報告書等の
受理

(法第６条の２第10項)
(法第７条の２第６項)
(法第７条の４第６項)

規程違反行為又は不適当な行為の認定

建築主･指定確認検査機関への
通知
(法第６条の２第11項)

確認済証の失効

（
条
例
第
16
条
）C
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§3-4指定確認検査機関に対する指導

法 ：建築基準法
条例：建築安全条例

確認検査員等研修会

指定確認検査機関連絡調整会議

確認検査員等研修会
概要（平成20年度）

●時期：８～10月
●回数：全６回
（２時間／１回）
●受講者数：約50名
●主な内容：
・確認審査の要点
・神戸市の運用解釈
・神戸市の関係条例

ほか
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§3-5建築物の耐震改修等の促進

目標年次：平成２７年度

｢耐震化促進室｣
設置(H20.4～)

ラッピングバス

神戸市耐震改修促進計画

｢建築物の耐震化の現況と目標｣

神戸市耐震改修促進計画

｢建築物の耐震化の現況と目標｣

地震体験車｢ゆれるん｣13
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§3-6 CASBEE神戸（神戸市建築物総合環境評価制度）

届出実績（平成18年8月－平成21年2月）

計253件
シスメックス㈱
テクノパーク研究・開発棟

①バリアフリー計画

②建築物の耐震性能等

③まちなみ・景観への配慮

重
要
項
目

目 的：①環境負荷の削減
②優良な建築資産の蓄積
＜神戸市建築物の総合環境配慮に関する要綱＞

運用開始：平成18年8月

届出対象：延べ面積2,000㎡以上の
新築、増築等
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§3-7第3次建築物安全安心実施計画（案）

耐震改修促進計画の着実な実行

小規模な飲食ビル等（雑居ビル）の違反是正指導

定期報告制度を活用した既存建築物等（昇降機含む）
の適正な維持管理

耐震診断・改修の指導

アスベスト対策の推進

昇降機・遊戯施設等の事故防止対策

｢

日
本
で
最
も
安
全
な
す
ま
い
の
ま
ち
神
戸｣

の
実
現

協
働
と
参
画
に
よ
る兵庫県

（県警含）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ協会

構造技術者
協会

建築協力会
建設労連

宅建業
協会

学識
経験者

エネルギー
事業者

住宅金融
支援機構

指定機関

消費者

団体

建築士会

建設業
協会

建築家
協会

設計監理
協会

建築士
事務所協会

神戸市建築物安全安心推進協議会神戸市建築物安全安心推進協議会

神戸市・

すまいるネット
H21.3.26総会

第１･２次計画
(H11～20)

第３次計画(案)
(H21～25)

ストック対策重視ストック対策重視

施

策

目

標

78%

90%

定期報告率

（H17-19)

フロー対策中心フロー対策中心

個室ビデオ店是正指導

15



国 兵庫県神戸市

議
会

特定行政庁

市長

市職員

建築主事

建
築
審
査
会

技術的
助言等

報告

消防長 指定確認検査機関

確認

監督命令
業務停止命令
指定取消

連携

監督命令
業務停止命令
指定取消

指
示

指揮
監督

同意

指導
監督

照
会
に
対
す
る
通
知
等

関係行政機関

法77の31③

法77の30,77の31-4,77の35

法77の32②

法6の2①

法93①②

法14②

法77の32①

国土交通大臣 知事
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市民

確認

確認の
失効

指揮監督

所有者等 建築主等

所有者 管理者 占有者 建築主 設計者 工事
施工者

工事
監理者

企業市民 地域組織 ＮＰＯ
建築関係団体

◆建築物の安全性の確保の関係する者の相互関係◆§4-1安全性の確保に関係する者の相互関係（イメージ図）

法6の2⑪

法4①

法6①

連携

連携 連携

連携

神戸市
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建設リサイクル法

省エネ
対策

事故
対応

密集法

人口減少

建築士法

少子高齢化BF
認定

その他 駐車場法・附置義務条例 など

建築物における高齢者等配慮の促進

福祉のまちづくり条例
BF法

住環境等の保全・育成

43条
但書

近隣紛争

高度
地区

総合
設計

近隣住環境
計画

地区
計画

建築
協定

指定機関
指導

アスベスト
対策

防災
計画

維持
管理
（定報）

建築物の安全性の確保

違反
是正

建築物における環境配慮の促進

緑化
推進

CASBEE

省エネ法

環境
保全創造
条例

注)条例→兵庫県条例

§4-2 建築行政を取り巻く状況（イメージ図）

耐震改修法

指定
建築物

住民自治

建築基準法

景観法・条例

まちづくり条例

都市間競争

消防法

低炭素社会
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
社会

絶滅危惧種
｢建築主事｣

ﾘｽｸ･
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

セーフティ
ネット

建築安全条例

地方分権
改革

行財政
改善

ｴﾘｱ･
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

特別
用途
地区都市計画法

住環境条例

長期優良住宅普及促進法

東南海･
南海地震

住生活基本法

建築基本法
ｹﾞﾘﾗ
豪雨

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

ﾃﾞｻﾞｲﾝ
都市

消費者
保護

低成長
経済

密集
市街地
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建築行政の効率性向上のために

建築行政の実効性向上のために

広義の建築行政の推進のために

建築行政の信頼性向上のために

総合化 の

推進

情報化 の

推進

連 携 の

強化

技術力 の

向上

社会資本整備審議会建築分科会第17回基本制度部会報告
平成21年3月26日 神戸市都市計画総局建築指導部C
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4
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E
§4-3神戸市建築行政の今後のテーマ
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